
生活福祉資金貸付制度
　低所得者、障害者又は高齢者の世帯の方々に、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、そ
の経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れ
るように支援する制度です。
　また、生活困窮者自立支援法に基づく各事業と連携し、効果的、効率的な支援を実施することにより、
生活困窮者の自立の促進を図ります。申請後、審査を経て貸付決定となります。
　なお、本制度は貸付制度であり、返済の義務を負います。

●�資金の貸付けにあたって、市町村社協及び県社協、民生委員が行う必要な相談支援や法に基づく自立相
談支援事業等による支援を受ける必要があり、借受人は、経済的及び社会的な自立を図り、安定した生
活を送れるよう努めなければなりません。

●�借入れの目的に即して資金を使用することが必要となります。
●�借受人は、あらかじめ償還計画を策定し、県社協会長との契約に定める償還方法により、償還期限まで
に貸付金を償還しなければなりません。償還期限までに償還しなかったときは延滞利子を徴収します。

●�借金返済のための貸付けはできません。
●�群馬県内にお住まいの世帯が対象となります。

（１）低所得世帯
　資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であっ
て、独立自活に必要な資金の融資を他から受けることが困難であると認められる世帯

（２）障害者世帯
　身体障害者、知的障害者又は精神障害者等の属する世帯

（３）高齢者世帯
　65歳以上の高齢者の属する世帯

※�「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２条第６項に規定する暴力団員が属する世帯
に対する貸付けはできません。

資金の種類� ※各資金の詳細は2ページ以降をご参考ください。

主な必要書類一覧� ※この他にも必要に応じて提出をお願いする書類があります。ご了承ください。

留意点

総合支援資金（※）
生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用
住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用

福祉資金

福祉費
日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見
込まれる費用

緊急小口資金（※） 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用

教育支援資金
教育支援費 就学するのに必要な経費
就学支度費 入学に際し必要な経費

不動産担保型生活資金
不動産担保型生活資金低所得の高齢者世帯向け
要保護世帯向け不動産
担保型生活資金

要保護の高齢者世帯向け

（※）�総合支援資金と緊急小口資金については原則、生活困窮者自立相談支援事業等の支援を受けることが必要となります。

共　通

□借入申込書（所定様式）
□世帯全員及び連帯保証人（ありの場合）の住民票の写し
　※発行された日から３月以内のもの　※「住民票コード」以外に省略のないもの
□障害者世帯の場合は、障害者手帳（写）
□世帯の１か月間の収支内訳書（所定様式）
□世帯の資産・負債等内訳書（所定様式）
□かかる経費の分かる書類（見積書、請求書、カタログ等）
□世帯全員及び連帯保証人の所得証明書等収入が確認できる書類
≪貸付決定後≫
□借用書（所定様式）� ※住宅入居費及び緊急小口資金では決定前に必要となる。
□印鑑登録証明書� ※同上（借用書署名日より３ヶ月以内のもの）　
□口座振替依頼書（所定様式）
□個人情報に関する同意書（所定様式）

総合支援資金

□健康保険証（写）　　※有効期限内のもの
□運転免許証（写）等顔写真のある証明書（保険証又は住民票を添付できない場合）
□世帯の自立計画書（所定様式）
□求職申込み・雇用施策利用状況確認票又は住居確保給付金・総合支援資金連絡票
　※住居確保給付金併用の場合（写）
□住居確保給付金対象者証明書（写）　　※住居確保給付金併用の場合
≪住宅入居費を希望する場合≫
□入居住宅に関する状況通知書（写）
□停止条件付不動産賃貸借契約書（写）
□生活困窮者自立相談支援事業申込書（写）あるいは「申込同意書」（所定様式）
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福祉費

【生業費】
□事業計画書（所定様式）及び実績の分かる書類
【技能修得費】
□各種学校等の合格通知（在学証明書）
【障害者自動車購入費】
□運転者の運転免許証（写）
□貸付け後に、自動車検査証（写）
【療養費】
□診断書（就労、復職ができる目途が必要）
□雇用証明や復職が確認出来る証明書等
【災害援護費】
□官公署発行の被災証明書

緊急小
口資金

□健康保険証（写）　　※有効期限内のもの
□運転免許証（写）等顔写真のある証明書（保険証又は住民票を添付できない場合）
□今後の償還の見込みを確認できる書類・雇用証明書(所定様式）
□要件に該当することが確認できる書類（例：医療費、公共料金等の請求書、領収書等）
□生活困窮者自立相談支援事業申込書（写）あるいは「申込同意書」（所定様式）

教育支援資金

□合格通知書（写）
　※�入学前の場合は入学願書又は受験票（写）で可。但し、資金交付は合格通知書（写）
の提出を条件とする。

□在学証明書　※中途入学者又は在学者の場合

不動産担保型
生活資金

【不動産担保型生活資金】
□世帯全員の市町村民税非課税証明書又は均等割課税証明書
□対象となる土地及び建物の全部事項証明書（登記簿謄本）
□公図
□固定資産税評価額（公示価格）の分かるもの
□推定相続人の同意書（所定様式）
【要保護世帯向け不動産担保型生活資金】
□生活保護の実施機関からの書類一式（貸付対象世帯通知書等）

●生活福祉資金貸付制度とは・・・

●ご相談（お申込）窓口　：お住まいの市町村社会福祉協議会
●お問い合わせ先　　　　：群馬県社会福祉協議会　電話：０２７－２５５－６０３１

借入れにあたっては、家計簿を付けて
いただいております。
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ご利用いただける世帯




